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○町田市下水道事業審議会条例

令和元年 9月 30日

条例第20号

下水道部下水道経営総務課

(設置)

第、1条
イ
下水道事業の円滑な運営に資するため、町田市下水道事業審議会 (以下「審議会」

という。)を置く。   |

(所掌事務)

第 2条 審議会は、市長の諮問に応じて次に掲げる事項にっいて調査し、審議し、及びその

結果を答申する。

(1)下水道事業の計画及び運営に関すること。

(2)前号に掲げるもののほ力ゞ、下水道事業に関し市長が必要と認める事項

(組織)                    . ｀

第 3条 ―
審議会は、委員10人以内をもって撫繊する。

(

2 委員はヽ次に掲げる者の うちからⅢ市長が委嘱する。

(1)学識経験を有する者 4人以内                    |

(2)下水道事業関係団体の代表 4人以内

(3)公募による市民 2人以内

(任期)             i           ′

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠ゅ委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。ただし、原則として、通算して10年を限度とする。

(会長及び副会長)          ●             . ,

第 5条 「審議会に会長‐及び副会長を置き、委員り互選により定める。       |
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。             

イ

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)                     ｀
ィ          !

第6条 審議会は、必要に応じ会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決す

るところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、審議会に委員以外の者の出席を求めることができ
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る。      I

(委任 )

第 7条 この条例に定めるもあのほか、審議会の淳営に関し必要な事項は、町[[l市規貝1で定

める。         ―

附 則

(施行期日)

1 この条例は、令和 2年 4月 1日 から施行する。                 ョ

｀
(町田市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改工)

2 町田市)'常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関す冷条fダ
ll(昭和38年 4月 日「田市

条例第22号)の一部を次のよう
1こ
改正

す
る。

第2条中第69号を第70号とし、第68号の次に久の1号を加える。

(69)町 由市下水道事業審議会委員

別表行政不 の項の次に次のように加えると

田市下水道事業審議会

の他委員

日
―
額  鮎弾∞ 円

日額 21 700円

日額 1 o00円
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